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【町田市の選挙人名簿の登録者数】
（2013年12月2日現在）

時～午後8時時～午後8時
9日（日）9日（日）

男：168,076人
女：176,415人
計：344,491人

町田市議会議員選挙と町田市長選
挙の投票日は２月23日（日）です。
町田市議会議員選挙と町田市長選
挙の投票日は２月23日（日）です。

次の選挙について
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問市市役所代役所代表表辺７２２・３１１７２２・３１１１１
町田市選挙管理委員会事務町田市選挙管理委員会事務局局辺７２４・２１６８７２４・２１６８返返７２４・１１９５７２４・１１９５

・一般の有権者が電子メールを使用して選挙運動をすること（選挙運動のための電子メールの送信は、公職の候補
者及び政党等に限られます）
・送られてきた選挙運動用電子メールを他人に転送すること
・未成年者など公職選挙法によって選挙運動が禁止されている者が、インターネットを使用して選挙運動をすること※
・選挙運動期間外に選挙運動をすること（選挙運動は、選挙の公示日・告示日から投票日の前日までに限られます）
・選挙運動用のホームページや電子メール等を印刷して配ること

※未成年者が、特定の候補者を当選させる目的で以下のような行為をすると、法律違反で罰せられる恐れがあ
ります。ご注意下さい。
〇自分で選挙運動メッセージを掲示板・ブログなどに書き込むこと
○他人の選挙運動の様子を動画共有サイト等に投稿すること
○他人の選挙運動メッセージをＳＮＳなどで広めること（リツイート、シェア等）

　選挙運動期間中における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進を図るため、インターネットを使
った選挙運動が解禁されました。インターネット選挙運動についての詳細は、総務省ホームページをご覧下さい。
◆総務省＜インターネット選挙＞
　娩http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo１０.html

処罰の対象となる禁止行為（例） 

以上は例示であり、禁止されている選挙運動に当たるかどうかは、個別の事案ごとに判断されます。

インターネットによる選挙運動の解禁

YC鶴川（辺７３５・２０３８） ASA鶴川南部（辺７３５・５１６３）
YC藤の台（辺７３６・１５００） ASA桜美林学園（辺７９１・０５２０）
YC町田北部（辺７９３・２１８４） ASA玉川学園（辺７２５・８５６７）
YC町田西部（辺７２２・３７４４） ASA町田東部（辺７２３・３４９４）
YC町田木曽（辺７２２・３８７７） YC南町田（辺７９５・２８４５）

　候補者の政見等を掲載した選挙公報を、１月３０日（木）までに新聞販売店が、新聞とは別に、全ての世帯に配
布します。１月３１日（金）になっても未着の場合は、下記のいずれかの新聞販売店にご連絡下さい。

選挙公報を全戸に配布します

 （
株
）町
田
新
産
業
創
造
セ
ン
タ
ー

有
期
契
約
社
員

　
市
内
中
小
企
業
の
支
援
を
目
的

と
し
て
設
立
さ
れ
た
、
町
田
新
産

業
創
造
セ
ン
タ
ー
の
契
約
社
員
を

募
集
し
ま
す
。

　
対
象
は
、
次
の
す
べ
て
の
条
件

を
満
た
す
方
で
す
。

①
大
学
卒
業
以
上
で
普
通
自
動
車

免
許
を
有
す
る

②
中
小
企
業
診
断
士
等
の
、
中
小

企
業
経
営
に
関
し
専
門
的
知
識
を

要
す
る
国
家
資
格
、
ま
た
は
こ
れ

に
準
ず
る
資
格
を
有
す
る

③
人
格
、
識
見
と
も
に
高
潔
で
、

職
務
の
遂
行
に
必
要
か
つ
十
分
な

知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

④
中
小
企
業
支
援
に
対
し
意
欲
が

あ
る

勤
務
期
間
４
月
～
２
０
１
７
年
３

月
の
３
年
間

応
募
締
切
２
月
　
日
１０

※
詳
細
は
、
同
セ
ン
タ
ー（
辺
８

５
０
・
８
５
２
５
）
へ
お
問
い
合

わ
せ
下
さ
い
。

問
産
業
観
光
課
辺
７
２
４
・
２
１

２
９
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
９

６
１
５

 町
田
市
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

活
動
報
告
会
及
び
認
知
症

サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座

　
市
内
の
認
知
症
グ
ル
ー
プ
ホ
ー

ム
に
よ
る
活
動
報
告
等
（
グ
ル
ー

プ
ホ
ー
ム
の
特
徴
・
入
居
ま
で
の

流
れ
、
ス
ラ
イ
ド
上
映
）
と
、
認

知
症
に
つ
い
て
の
正
し
い
知
識
と

理
解
を
深
め
、
認
知
症
の
人
や
家

族
を
支
え
て
い
く
サ
ポ
ー
タ
ー
を

養
成
す
る
講
座
を
同
時
に
開
催
し

ま
す
。

※
直
接
会
場
へ
お
い
で
下
さ
い
。

日
１
月
　
日
（
土
）
１
時
　
分
～

２５

３０

４
時

場
な
る
せ
駅
前
市
民
セ
ン
タ
ー
第

１
Ａ
・
Ｂ
会
議
室

問
介
護
保
険
課
辺
７
２
４
・
４
３

６
６
返
０
５
０
・
３
１
０
１
・
６

６
６
４

町
田
市
つ
な
が
り
ひ
ろ
が
る
地
域

支
援
事
業

事
業
費
を
補
助
し
ま
す

　
市
内
で
活
動
す
る
団
体
が
、
地

域
の
諸
団
体
と
連
携
・
協
力
し
て

企
画
・
実
施
す
る
、「
地
域
の
課
題

解
決
」
を
促
進
す
る
た
め
の
事
業

に
対
し
、
そ
の
事
業
費
を
補
助
し

ま
す
。

対
市
内
の
各
町
内
会
・
自
治
会
、

Ｐ
Ｔ
Ａ
、
子
ど
も
会
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
、
市
民
活
動
団
体
等

※
補
助
を
希
望
す
る
団
体
は
、
詳

細
を
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
市
民
協
働

推
進
課
〔
市
庁
舎
２
階
〕
で
配
布
、

町
田
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
も
可
）
で
ご
確
認
の
う

え
、
事
業
内
容
に
つ
い
て
、
事
前

に
市
民
協
働
推
進
課
へ
ご
相
談
下

さ
い
。

※
事
業
の
実
施
日
は
４
月
１
日
～

２
０
１
５
年
３
月
　
日
で
す
。

３１

募
集
期
間
２
月
　
日
ま
で（
必
着
）

２８

問
市
民
協
働
推
進
課
辺
７
２
４
・

４
３
６
２
返
０
５
０
・
３
０
８
５

・
６
５
１
７

※選挙公報は期日前投票所、選挙管理委員会事務
局（市庁舎９階）、各市民センター、市内各郵便
局、市内各駅等にも備え置きます。
※東京都選挙管理委員会のホームページからもご
覧いただけます（１月２６日〔日〕に掲載予定）。
　娩http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/

●開票結果
「広報まちだ」2月21日号で

お知らせします。
●投票者数・投票率
2月12日（水）以降順次、
各センターに一覧表を
備え置きます。

◆町田市選挙管理委員会
　娩http://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/senkyo/
※投票日当日は町田市ホームページのトップページから
リンクしています。
★投票状況…投票日当日の午前１０時３０分ごろから
★開票速報（町田市開票区）…午後１０時ごろから

◆東京都選挙管理委員会
　娩http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/

　開票は２月９日（日）午後９時から、市立総合体育館（南成瀬５－１２）で行います。

投票状況や開票速報はホームページでご覧いただけます

田市外で投票するには
に仕事や旅行などで町田市外に滞在される方は、あらかじ
紙を請求いただくと、滞在先の選挙管理委員会事務局で不
ができます。投票用紙の郵送等には日数がかかりますの
めに請求して下さい。
不在者投票ができる場所・時間は滞在先の選挙管理委員会
お問い合わせ下さい。
いずれかの方法で、投票用紙を請求するための「宣誓書
書）」を入手し、必要事項を記入のうえ、町田市選挙管理委
局に郵送または持参して下さい（FAX・Eメール不可）。

市ホームページ
ページ→市政情報→選挙→２０１４年２月９日執行　東京都
挙特集号→期日前・不在者投票について）でダウンロード
で請求
所代表辺７２２・３１１１　
管理委員会事務局辺７２４・２１６８（直通）

投票所には文鎮、
老眼鏡、車椅子、コミュ
ニケーションボードも
用意しています。

せ下さい。
■障がいがある方等の郵便等による不在者投票
　自身で字を書くことができ、下表に該当する方は郵便
等により自宅等で投票することができます（ご自身で字
を書くことが困難な方でも、代理記載制度に該当すれば
対象）。
　郵便等投票を行うには、事前に選挙管理委員会事務局
へ「郵便等投票証明書」の交付申請が必要です。お早め
にお問い合わせ下さい。

等級等
要介護５
１・２級
１・３級・小腸
１～３級

特別項症～第２項症
特別項症～第３項症・小腸・肝臓

害者手帳に上肢または視覚の障がい
くことが困難な方が利用できる制度
お問い合わせ下さい。
は表以外の障がい名が記載されてい

できる投票について

「郵便等投票証明書」をお
持ちで「郵便等投票」を希望する方は、２月５日（水）
まで（必着）に、選挙管理委員会事務局に請求して下さい。

郵便等投票の請求はお早めに

申し込み定　員会　場日　時会議名

直接会場へ問循環型施設
整備課辺７２４・４３８４

１０人程度
（先着順）

堺市民センター
ホール

１月２５日（土）午後
７時から

相原地区資源ごみ処理
施設連絡会

事前に電話またはＦＡＸ
で介護保険課（辺７２４・
４３６６返０５０・３１０１・６６６４）へ

４人
（申し込み順）

市庁舎２階会議
室２－４

１月２８日（火）午後
６時３０分から

町田市地域密着型サー
ビス運営委員会

直接会場へ問保健企画課
辺７２４・４２４１

５人
（先着順）

市庁舎２階会議
室２－１

１月３０日（木）午後
７時３０分～９時

町田市健康危機管理委
員会

会議前日までに電話で子
ども総務課（辺７２４・２８７６）
へ

１０人
（申し込み順）

市庁舎２階市民
協働おうえんル
ーム

１月３１日（金）午前
１０時～１１時４５分

町田市青少年問題協議
会定例会

１月３０日午後５時までに
電話で環境政策課（辺７２４
・４３８６）へ

１０人
（申し込み順）

市庁舎１０階会議
室１０－４

１月３１日（金）午後
６時３０分～８時３０分町田市環境審議会

事前に電話で都市政策課
（辺７２４・４２４７）へ

１０人
（申し込み順）

市庁舎３階第１
委員会室（予定）

２月６日（木）午前
１０時から町田市都市計画審議会




